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(57)【要約】
　本発明は、対象者の皮膚の一部を研磨するためのマイ
クロダーマブレーションゾーン（３００）を有するマイ
クロダーマブレーション装置（１）を提供し、マイクロ
ダーマブレーションゾーン（３００）は、支持材料（３
１０）及び支持材料（３１０）に少なくとも部分的に関
連付けられる研磨構造（３２０）を有し、マイクロダー
マブレーションゾーン（３００）は、マイクロダーマブ
レーションゾーン（３００）によって放出可能に含まれ
る放出可能な材料（３３０）を含み、放出可能な材料（
３３０）は、２０℃且つ１バールの空気中で固体であり
、放出可能な材料（３３０）は機能材料（１３３０）を
含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の皮膚の一部を研磨するためのマイクロダーマブレーションゾーンを有するマイ
クロダーマブレーション装置であって、前記マイクロダーマブレーションゾーンは、支持
材料及び前記支持材料に少なくとも部分的に関連付けられる研磨構造を有し、前記マイク
ロダーマブレーションゾーンは、前記マイクロダーマブレーションゾーンによって放出可
能に含まれる放出可能な材料を含み、前記放出可能な材料は、２０℃且つ１バールの空気
中で固体であり、前記放出可能な材料は機能材料を含み、前記マイクロダーマブレーショ
ン装置は、バキュームシステム及び装置チップを有し、前記バキュームシステムは、前記
装置チップの入口ゾーンでチャネル入口と流体連通し、前記バキュームシステムは、前記
入口ゾーンにバキュームを適用するように構成され、前記装置チップはさらに、前記マイ
クロダーマブレーションゾーンを有し、前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記
チャネル入口を周囲で囲む、又は前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャネ
ル入口によって周囲を囲まれ、前記マイクロダーマブレーションゾーンは静止している、
　マイクロダーマブレーション装置。
【請求項２】
　前記放出可能な材料は、（ａ）研磨材料、（ｂ）化粧又はスキンケア材料、及び（ｃ）
医薬材料のうちの１つ又は複数を含む、
　請求項１に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項３】
　前記機能材料は、糖アミン、ビタミン、フィトステロール、フラボノイド、Ｎ－アシル
アミノ酸化合物、レチノイド、ヒアルロン酸、及びペプチドからなるグループから選択さ
れる１又は複数を含む、
　請求項１又は２に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項４】
　前記機能材料は、抗セルライト剤、落屑剤、抗ニキビ剤、抗酸化剤、ラジカルスカベン
ジャ、抗炎症剤、日焼け剤、美白剤、色素変性調節剤、制汗剤、ふけ防止剤、保湿剤、皮
膚膨化剤、皮膚構造回復剤、皮膚構造調節剤、抗シワ剤、老化防止剤及び皮膚引き締め剤
からなるグループから選択される１又は複数を含む、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項５】
　前記放出可能な材料は、前記研磨構造及び前記支持材料の１又は複数によって含まれる
、
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項６】
　前記研磨構造は、０．１－１０００μｍの範囲から選択される１又は複数の寸法を有す
る、
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項７】
　前記マイクロダーマブレーションゾーンは、放出可能な粒子材料を含み、前記放出可能
な材料は、前記放出可能な粒子材料によって含まれ、前記粒子材料はファセット材料を含
む、
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項８】
　前記粒子材料は、結晶性材料からなり、前記粒子材料は、０．１－１０００μｍの範囲
から選択される１又は複数の寸法を有する、
　請求項７に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項９】
　前記装置は、（ｉ）前記マイクロダーマブレーションゾーンの対象者の皮膚の一部との
接触に起因する及び／又は前記マイクロダーマブレーションゾーンの加熱に起因する、前
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記放出可能な材料及び／又は前記支持材料の溶融、（ｉｉ）対象者の皮膚の一部の上の液
体との前記放出可能な材料及び／又は前記支持材料の溶解又は混合、（ｉｉｉ）前記マイ
クロダーマブレーションゾーンの対象者の皮膚の一部との接触に起因する前記放出可能な
材料及び／又は前記支持材料の浸食、のうちの１又は複数の作用として前記放出可能な材
料を放出するように構成される、
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１０】
　前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャネル入口を周囲で囲む、
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１１】
　前記チャネル入口はチャネルリムによって囲まれ、前記装置チップは、前記マイクロダ
ーマブレーションゾーンと前記チャネルリムとの間に形成された凹部を有する前記チャネ
ル入口から離れて構成される前記マイクロダーマブレーションゾーンを有し、前記チャネ
ル入口は前記チャネルリムによって周囲を囲まれ、前記マイクロダーマブレーションゾー
ンは前記チャネルリムを周囲で囲み、前記装置は、５－８０ｋＰａの範囲の負圧を提供す
るように構成される、
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１２】
　前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャネル入口によって周囲を囲まれる
、
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１３】
　前記チャネル入口は、１０－４００ｍｍ２の範囲のバキューム面積を有し、前記マイク
ロダーマブレーション装置は、前記マイクロダーマブレーションゾーンによって周囲を囲
まれる単一のチャネル入口を有し、前記マイクロダーマブレーション装置は、前記マイク
ロダーマブレーションゾーンを有する取り外し可能な要素を有する、
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１４】
　対象者の皮膚の一部の角質層の少なくとも一部の制御された除去及び前記対象者の前記
皮膚の前記一部への機能材料の塗布のための方法であって、
　前記方法は、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装
置を前記皮膚の前記一部に接触させるステップと、前記機能材料を前記皮膚の前記一部に
塗布する間に前記角質層の少なくとも一部を除去するステップと、を含む、
　方法。
【請求項１５】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置を含む部品
のキットであって、
　前記マイクロダーマブレーション装置は、前記マイクロダーマブレーションゾーンを有
する取り外し可能な要素を有し、前記キットはさらに、複数の前記取り外し可能な要素を
含む、
　キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロダーマブレーション（microdermabrasion）装置及びこのような装
置による角質層の少なくとも一部の制御された除去のための方法に関する
【背景技術】
【０００２】
　マイクロダーマブレーション法は当該分野で知られている。例えば、特許文献１は、患
者の皮膚に対してマイクロダーマブレーションを実行するための方法及びシステムを記載
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している。この方法は、供給ルーメン、戻りルーメン、及び窓を有する遠位キャップを有
するハンドピースを提供することを含む。供給ルーメン及び戻りルーメンは、制御システ
ムに動作可能に接続される。結晶の流れが供給ルーメンを通して導入される。結晶の流れ
は窓で供給ルーメンから導かれる。患者の皮膚は結晶で研磨される（擦りむかれる）。結
晶は、戻りルーメンを通って近位方向に吸われる。制御システムのモード選択スイッチは
切り替えられることができる。研磨領域がハンドピースに追加されます。研磨領域は、患
者の皮膚に対して位置決めされる。吸引力が戻りルーメンを通して患者の皮膚に加えられ
る。研磨表面は患者の皮膚表面を横切って移動する。
【０００３】
　特許文献２は、ユーザ入力装置を持つコンソール及びハンドピースアセンブリを有する
皮膚を治療するための装置を記載している。ハンドピースアセンブリは、皮膚を治療する
ように構成される。流体ラインが、コンソールとハンドピースアセンブリとの間の流体連
通を提供する。マニホールドシステムが、コンソールに結合され、ユーザ入力装置によっ
て制御される。マニホールドシステムは、解放可能な複数の流体源を保持し、複数の流体
源の少なくとも１つからハンドピースアセンブリに流体を送達するように構成される。
【０００４】
　特許文献３は、治療中にヒトの皮膚に接触するための研磨ユニットを有する装置を記載
している。グリップハウジングは、研磨ユニットに回転運動を伝達するための駆動部を有
する。研磨ユニットは、酸化アルミニウム結晶、粉末化粧品活性物質及び加圧による結合
剤の混合物から製造された研磨ピルを収容するためのキャリアを有する。研磨ユニットは
キャリアに接続され、ハウジングは抽出ホースによって吸引装置に接続された管状治療セ
クションを有する。
【０００５】
　特許文献４は、ハンドヘルドデバイスから物品と接触して配置された皮膚に機械的エネ
ルギを伝達するのに適した機械的皮膚表面再生技術のための物品を記載している。物品は
、接着剤システムと関連付けられた第１の主表面と、第１の主表面とほぼ反対側の第２の
主表面とを有する繊維性構造体から形成され得る。第２の主面は、動作生成ユニットのフ
ァスナに可逆的に係合するように配置されるとともに構成される。この文献はまた、電動
装置を使い捨て可能な皮膚接触可能要素に結合するための結合装置を記載している。結合
装置は、耐水性の第１のアタッチメントと、前記物品を運動生成ユニットの表面に取り外
し可能な取り付けのための第２のアタッチメントとを含む。
【０００６】
　特許文献５は、遠位端及び近位端を有するハンドピースアセンブリを有する皮膚を治療
するためのマイクロダーマブレーション装置を記載している。ハンドピースアセンブリは
、少なくとも１つの送達導管及び少なくとも１つの廃棄導管を含む。マイクロダーマブレ
ーション装置は、ハンドピースアセンブリの遠位端に沿って配置されるように構成される
チップをさらに備え、チップは皮膚表面に接触するように適合される。いくつかの実施形
態では、チップは、リップ、流体送達導管と流体連通する第１の開口部、及び廃棄導管と
流体連通する第２の開口部を有する。一実施形態では、装置は、チップの遠位端に沿って
配置される１又は複数の研磨要素を含み、研磨要素は皮膚を選択的に除去するように構成
される。いくつかの実施形態では、送達導管は、治療される皮膚表面に少なくとも１つの
徐放性材料を選択的に送達するように構成されている。
【０００７】
　特許文献６は、ベースと複数の研磨粒子とを含む組成物を記載している。装置は、ヘッ
ドと、ヘッドに結合されたアプリケータとを含み、ヒトの皮膚の局所領域に接触するのに
適した寸法を有するアプリケータ装置も記載される。ヒト皮膚の領域に組成物を適用する
ステップであって、組成物がベースと複数の研磨粒子とを含む、ステップ、及びハンドル
操作器具でヒトの皮膚の領域の上に組成物を操作するステップを含む方法もこの文献で言
及される。
【０００８】
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　特許文献７は、特許文献８としても公開され、バキュームシステム及び装置チップを含
むマイクロダーマブレーション装置を記載し、バキュームシステムは、装置チップにチャ
ネル入口を持つチャネルを有し、チャネル入口は、皮膚の上での装置チップの滑走を容易
にするチャネルリムによって囲まれ、装置チップは、マイクロダーマブレーションゾーン
とチャネルリムとの間に形成された凹部を有するチャネル入口から離れて構成されたマイ
クロダーマブレーションゾーンを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】ＵＳ２００６／０２５３１２５
【特許文献２】ＵＳ２００７／０１５６１２４
【特許文献３】ＥＰ２４４４０１５
【特許文献４】ＵＳ２０１３３４５７２１
【特許文献５】ＷＯ２０１１００６００９
【特許文献６】ＵＳ２００３１６５５５０
【特許文献７】ＤＥ２０２０１４１０２５４６Ｕ１
【特許文献８】ＵＳ２０１６１０６４６８
【発明の概要】
【００１０】
　「マイクロ皮膚研磨（micro　dermo　abrasion）」又は「マイクロダーマブレーション
」（ＭＤＡ）技術は、上部皮膚層（いわゆる角質層）を通常よりも速く更新するのを助け
るために使用されている。伝統的に、結晶マイクロダーマブレーションシステムは、ポン
プ、接続チューブ、ハンドピース、及びバキューム源を含む。ポンプが、皮膚を研磨する
ために、酸化アルミニウムのような不活性結晶の高圧流を生成する間、バキュームは結晶
及び剥離した皮膚細胞を除去する。ガス流中の粒子による研磨の代わりに、装置の先端の
ダイヤモンド表面などの粗い表面も使用されることができる。これは、例えば（ダイヤモ
ンド）マイクロダーマブレーションとして知られている。クリスタルマイクロダーマブレ
ーションシステムとは異なり、（ダイヤモンド）マイクロダーマブレーションは、患者の
鼻に吸入され得る又は目に吹き込まれ得る結晶から粒子を生成しない。対象の皮膚は、角
質層、角質層の下の表皮層及び表皮層の下の真皮層によって形成される皮膚表面を含む。
【００１１】
　本発明は、とりわけダイヤモンドマイクロダーマブレーション装置のような静止研磨ゾ
ーン（すなわち、可動研磨部分がない）を有するマイクロダーマブレーション装置に関す
る。しかしながら、他の実施形態では、本発明はまた、マイクロダーマブレーションゾー
ン（又はマイクロダーマブレーション領域）が移動し得る（すなわち、静止していない）
マイクロダーマブレーション装置に関する。
【００１２】
　特に、「マイクロダーマブレーション」という用語は、皮膚の外層の機械的な除去を指
し、皮膚の外観及び感触を改善するための十分に確立された皮膚治療である。皮膚の改善
のためのメカニズムは、表皮の肥厚、真皮におけるコラーゲン産生の刺激、角質層の圧縮
、死表面皮膚細胞の除去及びよりつやのある皮膚を含み得る。上記のように、マイクロダ
ーマブレーションは、しばしば、皮膚の中に加速される粒子状物質によって、又はしばし
ばバキュームの助けを借りて、粗い表面若しくは研磨表面を皮膚に接触させることによっ
て達成される。粒子状物質が皮膚の中に加速されるとき、そのようなマイクロダーマブレ
ーションシステムは、過剰の固体粒子のリザーバを必要とし、家庭での使用に不都合であ
る。
【００１３】
　従って、本発明は、特に研磨表面に基づく実施形態に関する。先行技術におけるマイク
ロダーマブレーションのための研磨表面は、しばしば、ダイヤモンドのような、硬質の、
特に不活性の材料からの接着若しくは固定された粒子を含むか、毛若しくはブラシを含む
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ことができる。治療の過酷さ又は角質層除去の程度は、通常、研磨表面特性及び研磨表面
との皮膚接触の強度を、例えばバキュームを調節することによって、調節することにより
制御される。
【００１４】
　マイクロダーマブレーションの化粧用の成果は、治療中又は治療後の活性成分（複数可
）を含有する化粧フォーミュラ（cosmetic　formula）の塗布により改善することができ
る。１つの可能なメカニズムは、外皮層の除去が化粧用活性成分の経皮浸透の改善を容易
にすることができることである。さらに、マイクロダーマブレーションに起因する皮膚細
胞再生プロセスの刺激は、例えば、皮膚再生プロセスをサポートする活性成分の添加によ
って、（さらに）補足されることができる。
【００１５】
　例えば、活性成分を皮膚に送達するマイクロダーマブレーションシステムを使用するこ
とが可能であり得る。しかしながら、活性成分を皮膚に送達するこのようなマイクロダー
マブレーションシステムの主な欠点は、分配システムの不便さと流体フォーミュラ（flui
d　formula）の必要性である。活性成分を含む大容積の低粘度流体は、マイクロダーマブ
レーション装置に結合されなければならず、能動的に装置に圧送されなければならないこ
とがある。大容積の理由は、マイクロダーマブレーションが通常、皮膚の接触を容易にし
、デブリを除去するためにバキュームを使用し、皮膚接触して配置された流体は、典型的
には、急速に汲み出され、従って過剰に補充される必要があるということである。バキュ
ーム接触が失われた場合、流体の損失が生じ、流体の供給がバキュームを妨げることがあ
ります。大容積は、通常、外部リザーバを通した頻繁な補充を必要とし、そのようなシス
テムは、家庭用の便利なハンドヘルドの実施形態に具体化することは容易ではない。した
がって、活性成分（本明細書では「機能材料」とも呼ばれる）がそのようなシステムで使
用されると、それらは過剰に使用され、したがって無駄である。
【００１６】
　したがって、本発明の１つの態様は、好ましくは上記の欠点の少なくとも１又は複数を
さらに少なくとも部分的に取り除く、代替のマイクロダーマブレーション装置を提供する
ことであり、特に活性物質は、活性物質の使用が（使用者にとって）便利であり且つ活性
物質廃棄が少ない方法で、適用される。
【００１７】
　本明細書では、活性成分を送達すること及び皮膚をマイクロ研磨すること（microabrad
ing）の二重機能を有するマイクロダーマブレーション治療チップを使用することが提案
されている。本発明は特に、例えば、使用中に消費される、放出される又は分解する、固
体又は結晶形態の活性成分を含む研磨マイクロダーマブレーション治療表面を含む。した
がって、第１の態様では、本発明は、対象者（被験者）の皮膚の一部を研磨するためのマ
イクロダーマブレーションゾーンを有するマイクロダーマブレーション装置（「装置」）
を提供し、マイクロダーマブレーションゾーンは、支持材料及び支持材料に少なくとも部
分的に関連付けられる研磨構造を有し、マイクロダーマブレーションゾーンは、マイクロ
ダーマブレーションゾーンによって放出可能に含まれる放出可能な材料を含み、放出可能
な材料は、２０℃且つ１バールにおいて空気中で固体であり、放出可能な材料は、機能材
料を含む。さらに以下に説明するように、特定の実施形態では、前記マイクロダーマブレ
ーションゾーンは、前記チャネル入口を（少なくとも部分的に）周囲で囲む（perimetric
ally　surrounds）、又は前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャネル入口
によって（少なくとも部分的に）周囲を囲まれる（perimetrically　surrounded）。さら
に別の特定の実施形態では、マイクロダーマブレーション装置は、静止マイクロダーマブ
レーションゾーンを含む（以下も参照のこと）。さらに、特定の実施形態では、マイクロ
ダーマブレーション装置は、バキューム（vacuum）システム及び装置チップを含み、バキ
ュームシステムは装置チップの入口ゾーンでチャネル入口と流体連通し、バキュームシス
テムは、入口ゾーンにバキュームを適用するように構成され、装置チップはさらにマイク
ロダーマブレーションゾーンを含む（以下にさらに記載する）。したがって、現在提案さ
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れている装置は、特定の実施形態では、液体材料（すなわち、１バール、２０℃で液体で
ある材料）の貯蔵及び／又は輸送のための空洞又は容器又は導管を含む液体供給システム
を含まなくてよい。
【００１８】
　例えば、家庭での使用のために、現在提案されている装置で可能な大量の流体若しくは
フォーミュラ（formulas）又は流体管理システムを使用することなく、活性成分を皮膚に
送達することができるシステムを有することが理想的である。活性成分は、実施形態にお
いて治療表面自体を含む、又は実施形態において治療表面に埋め込まれているので、流体
管理によって活性成分を皮膚に送達する必要はない。成分は固体形態であるので、それら
はオプションで皮膚をマイクロ皮膚研磨する（microdermabrading）こともできる。本発
明の装置では、例えば、酸化防止剤（ビタミンＣ）、コロイド状金属、又は、皮膚の充填
及び膨潤のためのポリマーのような皮膚に送達されるとき構造的完全性を保持すべきであ
る薬剤、又は皮膚の表面に接着することを意図した大きな巨大分子のような、流体フォー
ミュラに最適に溶解又は分散されていない活性成分を送達することが可能である。したが
って、本明細書に記載の放出可能な材料は、例えば、コロイド状金属、皮膚に充填して膨
潤させるためのポリマーのような皮膚に送達されるときに保持された構造的完全性を有す
る薬剤、及び皮膚の表面に付着させることを意図した大きな巨大分子のうちの１つ又は複
数を含み得る。
【００１９】
　上に示したように、幾つかのタイプのマイクロダーマブレーション装置がある。例えば
、実施形態では、マイクロダーマブレーション装置は、皮膚を研磨するために（入口ゾー
ンの中又は前の）皮膚に適用するための、ガス流によって推進される研磨粒子を生成する
ように構成される。さらなる実施形態では、マイクロダーマブレーション装置は、マイク
ロダーマブレーション装置が皮膚上を移動するとき、研磨機能を有する研磨材料を含む領
域を含む。オプションで、マイクロダーマブレーション装置はまた、研磨材料を含む、回
転要素及び／又は振動要素のような、可動要素を含み得る。原理的には、これらの実施形
態の全てについて、全ての場合において、バキュームが研磨された材料を除去するために
使用されることができるので、有用であり得、オプションでマッサージ特性もまた有用で
あり得る。したがって、特定の実施形態では、マイクロダーマブレーション装置は、ガス
フロー研磨材料でマイクロダーマブレーションゾーンに供給するように構成される研磨材
料システムをさらに備える。「研磨（abrasive）材料」及び「研磨する（abrading）材料
」という用語は、実質的に同じ材質を指し得る；そのような材料の実施形態の粒子特性は
、以下に定められる（例えば、「粒子材料」に関する情報を参照）。代替的に、（又は場
合によってはオプションで追加的に）（マイクロダーマブレーション装置の）マイクロダ
ーマブレーションゾーンは、固定化研磨材料を含むマイクロダーマブレーションゾーンを
含む。特に、後者の実施形態及びその変形がここに記載される。
【００２０】
　ここでは、装置は、対象者の皮膚へのマイクロダーマブレーション装置として適用され
るときの装置をしばしば参照して、より詳細に記載される。「対象者」という用語は、特
に約３７℃の平均体温を有する生きているヒトを指す。一般に、ヒトの平均皮膚温度は約
３４℃である。しかしながら、装置及び添付の請求項は、装置それ自体にも関係する。装
置の適用又は使用は、皮膚上での装置の移動（すなわち、皮膚に物理的に接触しながら移
動すること、特に、皮膚ドームが入口ゾーンに突出する間に移動すること）を含み得るが
、適用又は使用は、静止した使用も含み得る、すなわち、装置は（（物理的に皮膚に接触
している間）皮膚上を移動しない。
【００２１】
　上述したように、研磨ゾーンは、皮膚の上部の研磨を促進する微細構造に起因するよう
な、研磨特性を有する。このような微細構造は、例えば、アルミナ粒子などのアルミナ構
造、及びダイヤモンド粒子などのダイヤモンド構造からなるグループから選択されること
ができる。これらの構造は、例えば、研磨リム、すなわち取り付けられた又はリムの一部



(8) JP 2018-525123 A 2018.9.6

10

20

30

40

50

のような、マイクロダーマブレーションゾーンによって含まれる。
【００２２】
　特に、マイクロダーマブレーションゾーンは、０．１－１０００μｍの範囲の、特に１
－１０００μｍ、例えば２－３００μｍ、例えば、５－８０μｍ又は１２０－２００μｍ
のような、平均寸法を有する、マイクロダーマブレーションゾーンに付着（「付随」）し
た粒子材料のような研磨構造を有する。これらの寸法は、研磨粒子を伴うガス流が適用さ
れる場合にも適用され得る。代替的に又は追加的に、微細構造は、例えば、炭化ケイ素粒
子のような炭化ケイ素構造、及び、金属窒化物粒子のような金属窒化物構造からなるグル
ープから選択され得る。代替的又は追加的に、微細構造は、例えば、酸化アルミニウム粒
子および酸化アルミニウム構造（上記も参照）のような金属酸化物構造からなるグループ
から選択されてもよい。微細構造のさらなるオプションは、例えば、ダイヤモンド構造（
上記も参照）、窒化ホウ素構造、炭化ケイ素構造（上記も参照）、ガラスビーズ、スチー
ルグリット構造、他の金属グリット構造、酸化ジルコニウム構造、及び石英構造からなる
グループから選択されてもよい。化学組成及び／又は寸法の両方において、異なる種類の
構造の組み合わせも適用され得る。
【００２３】
　研磨構造は特に、２０－５００構造／ｍｍ２の範囲の密度で、マイクロダーマブレーシ
ョンゾーンにおいて利用可能である。特に、２－２００μｍの大きさの粒子が、この密度
において利用可能である（移動性であるか、又はマイクロダーマブレーションゾーンに固
定化されている）。用語「構造」は、この文脈では、「粒子」を指す場合もある。
【００２４】
　粒子のような研磨構造は、マイクロダーマブレーションゾーンを提供するように、例え
ば、表面に接着され得る。しかし、代替のオプションも可能である。研磨構造はまた、材
料（支持材料）中に少なくとも部分的に埋め込まれ得る。研磨表面は多くの方法で作られ
れることができる。粒子のような研磨構造は、接着又は金属メッキされ得る。研磨構造は
、材料を機械加工又は研磨することによって固体材料から作られることもできる。レーザ
による表面処理も可能である。また、射出成形により、研磨表面が形成されることができ
る。したがって、粒子のような研磨構造は、支持材料に関連付けられる。基板材料は、例
えば、金属、ポリマー、シロキサン材料、軽石のような（他の）無機材料等を含み得る。
本明細書では支持材料としても示される基板材料は、多孔質であってもよい（以下も参照
）。
【００２５】
　実施形態では、マイクロダーマブレーションゾーンは静止しており、すなわち、特に、
マイクロダーマブレーションゾーンは、装置に対して移動するように構成されていない。
さらに別の実施形態では、マイクロダーマブレーションゾーンは動くことができる。例え
ば、装置は、マイクロダーマブレーションゾーンを振動させるように構成されることがで
きる。オプションで又は追加的に、装置は、マイクロダーマブレーションゾーンを回転さ
せるように構成され得る。このような回転は、振動運動、例えば、回転が行き来するほん
の小さい回転であるとき、を含み得る。
【００２６】
　このようなＭＤＡ装置では、角質層の少なくとも一部がヒトの皮膚から除去されること
ができる。これは、美容処置のような非治療的処置で行われることができる。したがって
、本発明はまた、さらなる態様において、対象者の皮膚の一部の角質層の少なくとも一部
の制御された除去及び前記対象者の前記皮膚の前記部分への機能性材料の塗布（applicat
ion）のための方法を提供し、方法は、特に、本明細書中で特に定められるようなマイク
ロダーマブレーション装置を皮膚の一部と接触させるステップと、機能材料を皮膚の一部
に適用しながら、特にバキュームチャネルにバキュームを適用しながら、角質層の少なく
とも一部を除去するステップとを含む（さらに以下も参照）。
【００２７】
　マイクロダーマブレーションゾーンは、特に、装置の使用中に、対象者の皮膚の一部を
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研磨するように構成されている。したがって、マイクロダーマブレーションゾーン、又は
その少なくとも一部を、特に皮膚上で装置を移動させることによって、皮膚と接触させる
とき、マイクロダーマブレーションゾーンと接触する皮膚の部分は（少なくとも部分的に
）が研磨され得る。本発明は、皮膚を研磨するためのガス流によって推進される研磨粒子
の使用を排除するものではないが、装置は、０．１－１０００μｍの１又は複数の寸法を
有するような、（固定化された）研磨構造を少なくとも有する（上記も参照）。「寸法」
という用語は、特に、長さ、幅、直径などのうちの１つ又は複数を指すことができる。こ
の用語は、研磨構造（粒子など）の長さ、又は幅又は直径を指し得るが、研磨粒子の面又
はエッジの長さ、又は幅又は直径も含み得る。例えば、結晶材料のような、ファセット（
facetted）研磨構造が適用されてもよい（以下も参照）。したがって、実施形態では、研
磨構造は、０．１－１０００μｍの範囲、１－１０００μｍのような、例えば２－３００
μｍのような、から選択される１又は複数の寸法を含む（上記も参照のこと）。
【００２８】
　マイクロダーマブレーションゾーンは、マイクロダーマブレーション装置から取り外し
可能である要素によって含まれてもよい。そのような取り外し可能な要素は、放出可能な
材料が使い尽くされたマイクロダーマブレーションゾーンの交換を可能にする。したがっ
て、例えば、装置のチップ（先端）は取り外し可能であってもよく、チップの一部、すな
わち取り外し可能な要素が（したがって）取り外し可能であってもよい。
【００２９】
　これらの研磨構造は、支持材料に取り付けられてもよく、又は支持材料に少なくとも部
分的に埋め込まれてもよい（上記も参照）。例えば、研磨構造は、機械的付着及び化学的
結合などの１又は複数を介して支持材料に取り付けられてもよい。例えば、構造は支持材
料に接着されてもよい。さらに別の実施形態では、支持材料は接着材料を含む。したがっ
て、用語「関連する」及び同様の用語は、接着剤（glue）、接着剤（adhesive）の使用を
介した、支持材料に少なくとも部分的に埋め込むことによる等、支持材料との接続を指し
てよい。支持材料及び研磨構造は、特に放出可能な材料の放出を促進し得る基礎である。
これは、機能性材料及び放出材料のいくつかの実施形態について論じた後、さらに以下で
説明される。
【００３０】
　上述のように、放出可能な材料は機能材料を含む。実施形態では、放出可能な材料は本
質的に機能性材料からなる。他の実施形態では、放出可能な材料は、機能性材料と、オプ
ションで１又は複数の他の材料とを含む。例えば、放出可能な材料は、機能材料のための
マトリックスを含むことができる。例えば、放出可能な材料は、機能材料を含む、軽石又
は他のタイプの材料、例えば別の鉱物、炭化ケイ素、アルミナなど（又はこれらのうちの
２つ以上の組み合わせ）を含むことができる。軽石、又は他のタイプの材料は、機能材料
のためのホスト又はマトリックスとして機能することができる。
【００３１】
　特定の実施形態では、放出可能な材料は、（ａ）研磨材料、（ｂ）化粧はスキンケア材
料、及び（ｃ）医薬材料のうちの１つ又は複数を含む。したがって、特に、機能材料は、
（ａ）研磨材料、（ｂ）化粧又はスキンケア材料、及び（ｃ）医薬材料のうちの１つ又は
複数を含む。研磨材料の非限定的な例が上記に示されている。
【００３２】
　特定の実施形態では、機能性材料は、医薬材料を含む。したがって、本発明はまた、本
明細書に記載される装置が放出可能な材料によって特に含まれる医薬材料を用いて、対象
者に（すなわち、対象者の皮膚の一部）に医薬材料を塗布するように適用される医療方法
での使用のための医薬材料も提供する。
【００３３】
　さらに別の特定の実施形態では、機能性材料は化粧又はスキンケア材料を含む。したが
って、本発明はまた、化粧方法を提供し、本明細書に記載の装置は、化粧材料を被験体に
塗布するために適用され、化粧方法は、本明細書に記載の方法を含み、機能性材料は、化
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粧材料を含むか、本質的に化粧材料からなり（特に本質的に化粧機能のみを有する）。「
化粧又はスキンケア材料」という句は、特に、皮膚の特性、特に物理的及び／又は化学的
特性及び／又は生物学的特性に影響を及ぼすことによって皮膚の状態及び／又は外観を改
善することができる実質的に任意の物質を指す。
【００３４】
　したがって、「機能材料」という用語は、複数の異なる機能材料を指す場合もある。
【００３５】
　さらに特定の実施形態では、機能材料は、糖アミン、（Ｌ－アスコルビン酸のような）
ビタミン、フィトステロール、抗しわ剤、抗萎縮剤、フラボノイド、Ｎ－アシルアミノ酸
化合物、レチノイド、ペプチド、抗セルライト剤、落屑剤、抗ニキビ剤、抗酸化剤、ラジ
カルスカベンジャ、抗炎症剤、日焼け（tanning）剤、美白剤、制汗剤、ふけ防止剤から
なるグループから選択される１又は複数を含む。本明細書に記載された、又は記載されて
いない材料のいくつかは、１より多い機能を有することがあることに留意されたい。
【００３６】
　したがって、特に、機能材料は、皮膚（の一部）を研磨するために特に使用されるので
はなく、研磨するのを助けることができる、又は皮膚の若返りを助けることができる、又
は他の有用な目的を有することができる。したがって、特定の実施形態では、機能材料は
、（ａ）化粧又はスキンケア材料、及び（ｂ）医薬材料のうちの１又は複数を含む。
【００３７】
　さらに特定の実施形態では、機能材料は、抗セルライト剤、落屑剤、抗ニキビ剤、抗酸
化剤、ラジカルスカベンジャ、抗炎症剤、日焼け剤、美白剤、色素変性調節剤、制汗剤、
ふけ防止剤、保湿剤（水和剤としても示され得る）、皮膚膨化剤（膨潤剤）、皮膚構造回
復剤、皮膚構造調節剤、抗シワ剤、老化防止剤及び皮膚引き締め剤からなるグループから
選択される１又は複数を含む。
【００３８】
　さらに特定の実施形態では、機能材料は、糖アミン、ビタミン、例えばL-アスコルビン
酸、フィトステロール、フラボノイド、Ｎ－アシルアミノ酸化合物、レチノイド、ヒアル
ロン酸、及びペプチドからなるグループから選択される１又は複数を含む。
【００３９】
　上記のように、支持材料及び研磨構造は、特に、放出可能な材料の放出も促進すること
ができる基礎である。例えば、研磨構造は、放出可能な材料を含むことができる。代替的
に又は追加的に、放出可能な材料は研磨構造として構成される。さらに、放出可能な材料
は、支持材料によって含まれてもよい。例えば、放出可能な材料は、支持材料によって埋
め込まれてもよい。したがって、実施形態において、支持材料は、放出可能な材料のため
のホスト又はマトリックスとして構成されてもよい。さらに別の実施形態では、放出可能
な材料は、少なくとも部分的に支持材料に関連付けられるが、研磨材料として具体的に構
成されなくてもよい。したがって、支持材料は、研磨構造及び放出可能な材料を含む表面
を含むことができる。以下に示すように、実施形態を組み合わせることもできる。
【００４０】
　従って、実施形態では、放出可能な材料は、研磨構造によって含まれる。例えば、浸食
（特に皮膚の上の動きによる）、融解（特にヒトの皮膚との物理的接触及び／又は活性加
熱による）、溶解（自然に多少の湿気がある又は水若しくは別の液体（すなわち、放出可
能な材料のための溶媒））で湿らされ得るヒトの皮膚との物理的接触による）等のために
、放出可能な材料は、経時的に機能材料が皮膚に曝され得るように、特に制御された方法
で放出される。
【００４１】
　代替的に又は追加的に、実施形態では、放出可能な材料は、支持材料によって含まれる
。同様に、浸食（特に皮膚の動きによる）、融解（特にヒトの皮膚との物理的接触及び／
又はマイクロダーマブレーションゾーンの（活性）加熱による）、溶解（自然に多少の湿
気がある又は水若しくは別の液体で湿らせれ得るヒトの皮膚との物理的接触による）等の
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ために、放出可能な材料は、経時的に機能材料が皮膚に曝されるように、特に制御された
方法で放出される。
【００４２】
　また、代替的に又は追加的に、実施形態では、マイクロダーマブレーションゾーンは、
放出可能な粒子材料を含み、放出可能な材料は、放出可能な粒子材料によって含まれる。
放出可能な粒子材料は、必ずしも研磨材料として設計されるのではなく、研磨材料間に分
配されてもよい。それでも、放出可能な粒子材料は研磨材料として構成されてもよい。そ
のような実施形態では、特に、粒子材料はファセット材料を含む。したがって、さらなる
実施形態では、粒子材料は結晶材料を含み、さらに特に結晶材料からなる。このような実
施形態では（また同様に）、粒子材料は、０．１－１０００μｍの範囲から選択される１
又は複数の寸法を含むことができる。したがって、例えば、上記のファセット材料のファ
セット（複数可）は、０．１－１０００μｍの範囲、例えば１－１０００μｍ、例えば２
－３００μｍ、例えば５－８０μｍ又は１２０－２００μｍから選択される１又は複数の
寸法を有することができる。
【００４３】
　既に上述したように、放出可能な材料の放出を可能にする異なるメカニズムが存在し得
る。特に、（ａ）皮膚への装置の適用に起因するマイクロダーマブレーションゾーンの一
部の侵食、（ｂ）マイクロダーマブレーションゾーンの人体との接触及び／又は加熱に起
因する、放出可能な材料及び／又は支持材料（放出可能な材料を含む）の溶融、或いは（
ｃ）特に汗のような天然の液体として利用可能であるか、又は皮膚に塗布される皮膚上の
液体への溶解又は同液体との混合は、そうでなければ２０℃及び１バールで空気中で固体
である放出可能な材料を解放するメカニズムである。
【００４４】
　特に、放出可能な材料は、２０℃、１バールで空気中で固体であり、空気は、０－９０
％の範囲から選択される、例えば５－８０％の相対湿度を有する。相対湿度は、例えば、
当該技術分野で知られているように、（スリング式）乾湿球湿度計で評価される。特に、
相対湿度は、ＡＳＴＭ　Ｅ３３７－０２に従って測定されることができる。したがって、
実施形態では、放出可能な材料は、５０％の相対湿度を有する、１バールで２０℃の空気
中で固体である。固体でない材料は、たとえ使用されていなくても、装置から漏れる可能
性がある。
【００４５】
　オプションで、マイクロダーマブレーション装置は、マイクロダーマブレーションゾー
ンを加熱するように構成された加熱システムをさらに有してよい。この方法では、加熱の
際に放出され得る放出可能な材料が（制御された方法で）放出され得る。特に、このよう
な実施形態では、放出可能な材料は、２０℃、１バールで空気中で固体であるが、放出可
能な材料の、例えば、特に４０－５０℃のような、４０－６５℃から選択される温度への
加熱によってのように、動作中に溶融し得る材料を含み得る。
【００４６】
　したがって、ある実施形態では、装置は、（ｉ）マイクロダーマブレーションゾーンの
対象者の皮膚の一部との接触に起因する及び／又はマイクロダーマブレーションゾーンの
（活性）加熱に起因する、放出可能な材料及び／又は支持材料の溶融、（ｉｉ）対象者の
皮膚の一部の上の液体との放出可能な材料及び／又は支持材料の溶解又は混合、（ｉｉｉ
）マイクロダーマブレーションゾーンの対象者の皮膚の一部との接触に起因する放出可能
な材料及び／又は支持材料の浸食、のうちの１又は複数の作用として放出可能な材料を放
出するように構成される。追加的に又は代替的に、装置は、放出可能な材料の対象者の皮
膚の一部への優先結合（preferential　bonding）の作用として、放出可能な材料を放出
するように構成されてもよい。例えば、皮膚との共有結合又は水素結合に起因して、放出
可能な材料は、皮膚（又はその上の材料）に結合し、それにより装置から除去され得る（
したがって放出され得る）。したがって、ある種のコーティングメカニズム、すなわち皮
膚のコーティングに起因して、放出可能な材料は、マイクロダーマブレーションゾーンか



(12) JP 2018-525123 A 2018.9.6

10

20

30

40

50

ら放出され、皮膚に張り付く。
【００４７】
　支持材料が（例えば、溶解又は融解又は浸食などによって）変化するとき、放出可能材
料（支持体によって含まれる場合）は放出され得る。
【００４８】
　多少の使用時間の後、マイクロダーマブレーション装置は、放出可能な材料から枯渇し
始める可能性がある。したがって、さらに別の態様では、本発明は、本明細書に記載のマ
イクロダーマブレーション装置を含む部品のキットを提供し、マイクロダーマブレーショ
ン装置は、前記マイクロダーマブレーションゾーンを有する取り外し可能な要素を有し、
前記キットは複数の前記取り外し可能な要素をさらに有する。これは、放出可能な材料が
枯渇したマイクロダーマブレーションゾーンの交換を可能にする。したがって、さらに別
の態様では、本発明は、本明細書に記載されているようなマイクロダーマブレーション装
置とともに使用するための、取り外し可能な要素自体も提供する。取り外し可能な要素は
、本明細書でさらに説明するように、マイクロダーマブレーション装置としての機能的使
用のために、マイクロダーマブレーション装置に対して取り外し可能な方法で構成可能で
ある。従って、マイクロダーマブレーション装置は、取り外し可能な要素を受容するよう
に構成されるレセプタを含むことができる。取り外し可能な要素は、本明細書に記載のマ
イクロダーマブレーション装置に放出可能な材料を有するマイクロダーマブレーションゾ
ーンを提供するように、マイクロダーマブレーション装置に機能的に結合されることがで
きる。
【００４９】
　特に、本発明は、研磨マイクロダーマブレーション治療表面を提供し、表面の研磨要素
が、溶解又は機械的摩耗に起因して徐々に消費又は放出できる粒子状又は固体状の活性皮
膚成分を含む。成分は、マイクロダーマブレーションにより促進するように皮膚に送達さ
れる。成分は、多様な皮膚の利益のために、皮膚に浸透すること又は皮膚の表面に残るこ
とが意図され得る。本発明は、流体リザーバ及び流体送達システムを必要とする化粧成分
のような活性成分を送達する可能なマイクロダーマブレーションシステムの欠点を克服す
る。
【００５０】
　特に、マイクロダーマブレーション装置はバキュームシステムを含む。
【００５１】
　このような装置では、（特に、バキュームと組み合わせて（皮膚と接触して）皮膚の上
を装置を移動させることによって生じる）マッサージ機能及び（特に、マイクロダーマブ
レーションゾーンによって生じる、オプションで、マイクロダーマブレーション装置を皮
膚の上を（皮膚と接触して）動かすことと組み合わせて生じる）研磨機能が最適に実行さ
れることができる。
【００５２】
　バキュームシステムは、チャネル入口からポンプのようなバキューム源への方向に吸引
流を提供するように構成される、ポンプのようなバキューム源を有することができる。装
置のチップにあるチャネル入口又は入口ゾーンは、したがって、バキュームポンプの上流
に構成される。特に、装置は、５－８０ｋＰａの範囲の、特に１５－６０ｋＰａのような
、例えば２０－４０ｋＰａの範囲のような、陰圧（「負圧」）を提供するように構成され
ることができる。これは、皮膚が入口ゾーンと接触し、入口ゾーンを閉鎖するとき、装置
は大気圧より低い１５－６０ｋＰａの範囲である圧力を提供することができることを特に
意味する。したがって、負圧という用語は、特に、皮膚が入口ゾーンと接触しているとき
、皮膚がバキュームシステムの吸引に起因して少なくとも部分的に入口ゾーンに吸い込ま
れ、大気圧に対して入口ゾーンにおいて負圧をもたらすことを示し得る。したがって、特
に、バキュームシステムは、入口ゾーンからバキュームシステム内にガスを吸引するよう
に構成される。
【００５３】
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　概して、入口ゾーンは、皮膚との良好な閉鎖接続が達成されるように構成されている。
特に、入口ゾーンは、本明細書では「チャネルリム」とも呼ばれるリムを有する。このチ
ャネルリムは、装置チップの（わずかに）突出する部分であり得る。チャネルリムはまた
、チャネル開口の遠位部分又は端部分として見ることもできる。特に、このリムは、装置
の使用中にユーザの皮膚と接触する。オプションで、このリムは、研磨材料を有するマイ
クロダーマブレーションゾーンを含むことができる（以下も参照）。
【００５４】
　実施形態では、マイクロダーマブレーション装置は、特に、バキュームの強度に関連す
るようなユーザ入力パラメータをユーザが選択できるように構成されたユーザインタフェ
ースをさらに有し、制御ユニットは、ユーザ入力パラメータに応じてバキュームを（さら
に）制御するように構成される。代替的に又は追加的に、制御ユニットは、オプションの
加熱システム及び／又はマイクロダーマブレーションゾーン（を含むマイクロダーマブレ
ーション装置の一部）を振動及び／又は回転させるためのオプションのアクチュエータを
制御するように構成されることができる。
【００５５】
　さらに、ユーザがマイクロダーマブレーション装置の設定に影響を及ぼすことも望まし
いことがある。例えば、ユーザは、例えば、選択肢「軽」と「強」、又は「軽」と「中」
と「強」、又は「高」、「中」、「低」等の間で選択し得る、或いはユーザインタフェー
スは、治療されることになる体のゾーンを示すことができ量に構成され得る、或いはユー
ザインタフェースは、ユーザが特定のプログラム（例えば、顔及び腕）等を選択できるよ
うに構成され得る。ユーザインタフェースは、オプションで、グラフィカルユーザインタ
ーフェースを含むことができる。さらに、オプションで、ユーザインタフェースは、スマ
ートフォン、ｉ－フォン、タブレット又は他の（携帯）電子デバイス上のアプリのような
リモートインタフェースである。ユーザインタフェースを介して情報を提供することによ
り、制御ユニットは、バキュームシステムに命令を提供するときに制御ユニットによって
選択され得る可能性に境界を課すことができる。例えば、バキューム設定の範囲は限定さ
れることができ、サブ選択のみが許容されることができる（例えば、「強」又は「高」を
選択する場合のより強いバキューム）。
【００５６】
　したがって、さらなる実施形態では、マイクロダーマブレーション装置は、バキューム
システム及び装置チップを有し、バキュームシステムは、装置チップの入口ゾーンでチャ
ネル入口と流体連通し、バキュームシステムは、入口ゾーンにバキュームを適用するよう
に構成され、装置チップは、前記マイクロダーマブレーションゾーンをさらに有する。
【００５７】
　上述したように、特に実施形態では、マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャ
ネル入口を少なくとも部分的に周囲を囲む又は実施形態では、前記マイクロダーマブレー
ションゾーンは、前記チャネル入口によって少なくとも部分的に周囲を囲まれる。
【００５８】
　用語「周囲を囲む」及び同様の用語は、円形以外の（周囲）形状を有する周囲を囲むこ
とも含む。したがって、例えば、マイクロダーマブレーションゾーンは円形形状を有する
ことができるが、実施形態では楕円形状を有することもできる。他の形状も可能である。
さらに、チャネル入口は円形形状を有してもよく、マイクロダーマブレーションゾーンは
チャネル入口を囲む楕円形状を有してもよい。またさらに、マイクロダーマブレーション
ゾーンは、楕円形のチャネル入口によって囲まれる、円形形状を有してもよい。円形及び
楕円形以外の形状も可能である。さらに、上に示したように、チャネル入口及びマイクロ
ダーマブレーションゾーンは必ずしも同じ形状を有する必要はない。用語「円形形状」及
び同様の用語は、示された項目が円形の断面を有することを示すことができる。
【００５９】
　用語「少なくとも部分的（partially）に」（「少なくとも部分的（partly）に」と同
等）及び同様の用語は、第２のアイテムを取り囲む第１のアイテムが必ずしも全周囲を囲
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むわけではないことを示す。例として、正方形（「□」）の第２のアイテムは、２つの直
線（「｜」及び「｜」）又は湾曲（「（」及び「」」要素で部分的に周囲に囲まれること
ができ、（例えば、“｜□｜”配置又は“（□）”配置等を提供するように）第２のアイ
テムを囲む第１のアイテムを形成する。特に、第２のアイテムの周囲は、少なくとも周囲
を囲まれている。部分的に周囲を囲むことは、例えば３１５－３６０°の範囲、例えば３
１５－３６０°の範囲、例えば３６０°のように、全体で少なくとも約１８０°、特に少
なくとも約２２５°、さらに特に少なくとも約２７０°を越えて囲むことであり得る。第
１のアイテムが第２のアイテムを少なくとも部分的に周囲を囲むという事実は、第１のア
イテムと第２のアイテムとの間の物理的接触を含み得るが、それらは互いに離隔して構成
されてもよい。それどころか一部が接触していてもよく、一部が離れていてもよい。
【００６０】
　特に、実施形態では、チャネル入口はチャネルリムによって囲まれ、装置チップは、マ
イクロダーマブレーションゾーンとチャネルリムとの間に形成された凹部を有するチャネ
ル入口から離れて構成されるマイクロダーマブレーションゾーンを有し、チャネル入口は
、チャネルリムによって（少なくとも部分的に）周囲を囲まれる。
【００６１】
　特に、マイクロダーマブレーションゾーンは（少なくとも部分的に）、チャネル入口、
又はオプションで（非研磨）チャネルリムを周囲で囲む。特に、チャネル入口は、１０－
４００ｍｍ２の範囲のバキューム面積を有する。特に、治療ヘッドは、単一のチャネル入
口を含む。したがって、実施形態では、マイクロダーマブレーション装置は、マイクロダ
ーマブレーションゾーンによって（少なくとも部分的に）周囲を囲まれる単一のチャネル
入口を有することができる。装置は、特に、５－８０ｋＰａの範囲の負圧を提供するよう
に構成される。
【００６２】
　別の実施形態では、マイクロダーマブレーションゾーンは、チャネル入口によって（少
なくとも部分的に）周囲を囲まれる。
【００６３】
　特に、チャネル入口は、１０－４００ｍｍ２の範囲のバキューム面積を有する。さらに
、これらの実施形態においても、装置は、特に、５－８０ｋＰａの範囲の負圧を提供する
ように構成されることができる。
【００６４】
　さらに、本装置は特にハンドヘルド装置であり、これは、装置を無線で使用するための
再充電可能なバッテリを含むことができる。この装置は、有線充電のためのプラグ又はソ
ケットを含むことができる。この装置は、実施形態では、外部のバキューム、気体、又は
液体供給システムへの接続部を含まなくてもよい。したがって、この装置は、バキューム
システムのみを含み、ユーザの皮膚に液体（又は気体）を提供するように構成されるシス
テムを含まない。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
　本発明の実施形態が、対応する参照符号が対応する部分を示す添付の概略図を参照して
、単なる例として説明される。
【００６６】
【図１ａ】ＭＤＡ装置のある態様を概略的に描く。
【図１ｂ】ＭＤＡ装置のある態様を概略的に描く。
【図１ｃ－１】ＭＤＡ装置のある態様を概略的に描く。
【図１ｃ－２】ＭＤＡ装置のある態様を概略的に描く。
【図１ｄ】ＭＤＡ装置のある態様を概略的に描く。
【図２ａ】活性皮膚成分自体が研磨皮膚表面を有し、徐々の消費が可能である実施形態を
示す。治療チップは、オリフィスを通した吸引を可能にするようバキュームポンプに結合
されるより大きい装置に接続されることができる。
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【図２ｂ】活性皮膚成分自体が研磨皮膚表面を有し、徐々の消費が可能である実施形態を
示す。治療チップは、オリフィスを通した吸引を可能にするようバキュームポンプに結合
されるより大きい装置に接続されることができる。
【図３ａ】取付ピースに取り付けられる粒子の形態で活性成分を含むリングを有する治療
チップの上面図及び側面図を概略的に示す。治療チップは、オリフィスを通した制御され
たバキュームに結合される装置ボディに接続される。
【図３ｂ】取付ピースに取り付けられる粒子の形態で活性成分を含むリングを有する治療
チップの上面図及び側面図を概略的に示す。治療チップは、オリフィスを通した制御され
たバキュームに結合される装置ボディに接続される。
【図４】研磨表面を有する空気－固体界面を持つ活性成分粒子を含む結合材料のマトリッ
クスのより詳細な図を概略的に描く。
【図５ａ】粒子が埋め込まれた固体物質の徐々の溶解及び空気／固体界面の後退に起因す
る活性成分粒子の徐々の放出のための実施形態を概略的に示す。
【図５ｂ】粒子が埋め込まれた固体物質の徐々の溶解及び空気／固体界面の後退に起因す
る活性成分粒子の徐々の放出のための実施形態を概略的に示す。
【図６ａ】放出可能な材料のある構成を概略的に描く。
【図６ｂ】放出可能な材料のある構成を概略的に描く。
【図６ｃ】放出可能な材料のある構成を概略的に描く。
【図６ｄ】放出可能な材料のある構成を概略的に描く。
【図６ｅ】放出可能な材料のある構成を概略的に描く。
【図７ａ】さらなる構成を概略的に描く。
【図７ｂ】さらなる構成を概略的に描く。
【００６７】
　概略図は必ずしも縮尺通りではない。
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　図１ａ及び図１ｂは、マイクロダーマブレーション装置１の実施形態を概略的に描く。
この装置１は、ポンプ１０５及びチャネル１１０を備えたバキュームシステム１００を有
する。さらに、この装置１は、装置チップ２００を有する。ポンプ１０５は、空気をチャ
ネル１１０に吸入することができる。チャネル１１０は、装置チップ２００にチャネル入
口１２０を有する。言い換えれば、装置チップは、バキュームシステム１００のチャネル
１１０の一部であるチャネル入口１２０を有する。ここで、チャネル入口１２０は、（他
の実施形態も可能であり得るが）チャネルリム２２０によって（周囲を）囲まれ得る。こ
のチャネルリム２２０は、皮膚（図示せず）の上の装置チップ２００の滑走を容易にし得
る。したがって、このチャネルリム２２０は非研磨リムであり得る。実施形態では、装置
チップ２００は、チャネル入口１２０から離れて構成されたマイクロダーマブレーション
ゾーン３００をさらに有する。マイクロダーマブレーション装置１は、マイクロダーマブ
レーションゾーン３００を有する取り外し可能な要素４００を有する；これはオプション
の実施形態であり、さらにまた図１ｄの実施形態でも説明される。マイクロダーマブレー
ションゾーンは、機能材料１３３０を含む。化粧材料のような機能材料１３３０は、一般
的な不使用条件下では特に固体である、放出可能な材料３３０によって含まれる。オプシ
ョンで、マイクロダーマブレーション装置は、マイクロダーマブレーションゾーンを加熱
するように構成される加熱システム（図示せず）をさらに有し得る。
【００６９】
　オプションで、チャネル入口１２０から離れて構成されたマイクロダーマブレーション
ゾーン３００を有する装置チップ２００は、マイクロダーマブレーションゾーン３００と
チャネルリム２２０との間に形成された凹部２３０をさらに備え得る。図１ｂは、全てが
チャネル入口１２０を（周囲で）囲むが、凹部２３０はチャネルリム２２０から離れ、研
磨ゾーン３００はチャネルリム２２０及び凹部２３０から離れた、リング形状のチャネル
リム２２０、凹部２３０及び研磨ゾーン３００を有する装置チップ２００の実施形態を例
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として３Ｄしで概略的に描いている。参照番号１１１は、（仮想）チャネル軸を示す。マ
イクロダーマブレーションゾーン３００は、それ自体が知られている研磨構造（図示せず
）を含み得る。本発明は、このような凹部２３０を含む装置に限定されない。他の実施形
態では、マイクロダーマブレーションゾーンを有する単一のリム（例えば、図１ｃ－１参
照）があり得る。
【００７０】
　複数の可能な実施形態のうち、特にバキュームを使用するものには、とりわけ２つの主
要な実施形態がある。図１ｃは装置のチップの上面図を描き、マイクロダーマブレーショ
ンゾーン３００を示している。第１の実施形態、図１ｃ－１では、チャネル入口１２０は
、マイクロダーマブレーションゾーン３００（例えば、リムによって構成されている）に
よって周囲を囲まれる；第２の実施形態、図１ｃ－２では、マイクロダーマブレーション
ゾーン３００はチャネル入口１２０によって周囲を囲まれる。図１ｃ－１は、中間非研磨
リムなしの実施形態を概略的に示していることに留意されたい。大抵の実施形態は図１ｃ
－１及び（中間（非研磨）リムを含むような）その変形形態に関連して本明細書で説明さ
れるとともに図示されているが、本明細書に記載された実質的に全ての実施形態は、図１
ｃ－２の変形形態を含むこともできる。
【００７１】
　図１ｄは、本明細書で定められるマイクロダーマブレーション装置１を含む部品のキッ
ト５を概略的に描き、マイクロダーマブレーション装置は、マイクロダーマブレーション
ゾーン３００を有する取り外し可能な要素４００を含み、キット５はさらに複数の前記取
り外し可能な要素４００を含む。ここでは、例として、取り外し可能な要素４００が取り
外された状態でマイクロダーマブレーション装置１が概略的に描かれている。したがって
、部品のキットは、特に、本明細書に記載されたマイクロダーマブレーション装置１を組
み立てるように構成される。
【００７２】
　とりわけ、本発明は、活性成分を送達すること及び皮膚をマイクロ研磨することの二重
機能を有するマイクロダーマブレーション治療チップを提供する。本発明は、とりわけ、
使用中に消費される、放出される、又は溶解される、例えば、固体又は結晶の形態の活性
成分を含む研磨マイクロダーマブレーション治療表面を提供する。成分は固体の形態であ
るので、それらは皮膚をマイクロ皮膚研磨することができる。活性成分は治療表面自体を
含む、又は治療表面に埋め込まれるので、活性成分を皮膚に送達するための液体管理の必
要がない。
【００７３】
　実施形態では、活性成分は、治療表面自体を含む、すなわち活性成分は研磨材料として
（も）構成されている。この実施形態に関して、研磨リング外側表面の少なくとも小部分
を含む固体形態の活性成分は、経時的に徐々に消費される。成分（単数又は複数）は、最
初は、マイクロダーマブレーションができ且つ消費を遅くすることができる固体の形態で
ある。この実施形態は、図２ａ－２ｂに概略的に示され、皮膚研磨表面は、（ｔ１（＞ｔ

０）において）摩耗及び活性成分の消費で徐々に滑らかになることができ、図２ａは例え
ばｔ０を概略的に示し、図２ｂはｔ１を概略的に示している。図２ａ－２ｂは、活性成分
（複数可）自体が研磨表面を含むとともに徐々の消費を可能にする実施形態を概略的に示
す。治療チップは、オリフィスを通して吸引することを可能にするバキュームポンプに結
合されるより大きな装置に接続されることができる。装置１は、マイクロダーマブレーシ
ョンゾーン３００を有する取り外し可能な要素４００を有し得る。この方法では、枯渇の
後、右の図を参照して、要素は、新しいよく研磨するマイクロダーマブレーションゾーン
３００と交換されることができる。
【００７４】
　１つの消費メカニズムは、皮膚表面上又は皮膚表面下に存在する水分との接触に起因す
る活性成分の溶解であり得る。そのような活性成分の例は、水性環境で溶解することが知
られている結晶であるビタミンＣである。別の消費方法は、機械的摩耗であり得る。研磨
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表面が鋭利な突出部を伴って高度に面を刻まれる（高度にファセットされる）（highly　
faceted）場合、表面が皮膚に接触するときに適切な寸法の突出部が壊れる一方、安定し
た突出部分は完全なままで皮膚を研磨し続けることができる。そのような活性成分の例は
、半導体処理技術を通して微細構造を形成するために使用され得ることができる既知の特
性を有する、シリコン（Ｓｉ）であり得る。活性成分は、これらのメカニズムの組み合わ
せによって消費され得る。
【００７５】
　成分は、それ自体が、間質液への曝露に起因して溶解を促進するように皮膚バリアに浸
透することを可能にする、引っかき機械的な作用のような、皮膚上への物理的作用を有し
得る。
【００７６】
　好ましくは、成分は、皮膚組織が、塩、結晶又は半結晶表面のようなバキュームを介し
て表面と接触すると、皮膚組織を除去することができる粗い表面を形成するために、ファ
セット外側表面テクスチャを自然に有する。ファセット外側表面はまた、成形プロセス、
３Ｄプリンティング又は破砕のような成分の機械的操作によって、促進されることができ
る。成分が消費されるにつれて、ファセット外側表面は徐々に滑らかになるので、全体的
な研磨効果は徐々に穏やかになる。
【００７７】
　成分は、皮膚の色又は光学特性を増強又は変化させることのような表面化粧効果を有し
得るとともに、皮膚表面に留まることを意図されることができ、場合によっては皮膚表面
に結合する。この実施形態に関して、研磨表面のファセットは、例えば、０．１－１００
０μｍのスケールのサイズを有するべきである。
【００７８】
　さらに別の実施形態では、活性成分は、治療表面に埋め込まれることができる。この実
施形態及び想定される装置は、図３ａ―３ｂ（それぞれ上面図及び側面図）に概略的に示
され、治療表面は、取り付けピースに取り付けられるリングを有することができ、それに
よってリング及び取り付けピースは治療チップを構成する。リングは、この場合、粒子形
態の硬質活性化粧成分のマトリックスを含む。治療チップは、オリフィス又はチャネル入
口１２０を通じた吸引を可能にするようバキュームポンプに結合されるより大きい装置に
接続されることができる。この方法では、マイクロダーマブレーションゾーン３００が提
供され、支持材料３１０は、放出可能な材料３３０を含むか又はホストすることができ、
或いは、研磨構造３２０を少なくとも部分的に囲むこともできる。ここで、図３ａ－３ｂ
は、取り付けピースに取り付けられた粒子形態の活性成分を含むリングを有する治療チッ
プの上面図及び側面図を概略的に描く。治療チップは、例として、オリフィスを通して制
御されたバキュームに結合される装置ボディに接続されている。
【００７９】
　図４に概略的に示されている、皮膚研磨表面リングの外側表面の拡大図では、活性成分
粒子（研磨構造）は空気／固体界面を有するマトリックスを形成するように固体物質内に
埋め込まれている。したがって、図４は、研磨剤表面を含む空気－固体界面３０３を有す
る活性成分粒子を含む結合材料のマトリックスの概略的なより詳細な図を提供する。この
実施形態では、マイクロダーマブレーションゾーン３００は、放出可能な粒子材料３４０
を含む。特に、この実施形態では、放出可能な材料３３０は、放出可能な粒子材料３４０
によって含まれる。この実施形態では、固体物質は、時間の経過とともに徐々に劣化する
ように構成され、図５ａ―５ｂに概略的に示されるように、同時に空気／固体界面が後退
しながら、活性成分粒子の放出をもたらす。これらの図は、粒子が埋め込まれた固体物質
（支持材料）の徐々の溶解及び空気／固体界面の後退に起因する活性成分粒子の徐放のた
めの実施形態を概略的に示している。
【００８０】
　固体物質は、接着材料又は複合材料又は硬化材料等であることができる。例えば、それ
は、埋め込まれた成分を有する軽石であり得る。活性成分は、先の実施形態で記載したよ
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うに徐々に溶解することができ、又は機械的に摩耗することができる。
【００８１】
　活性成分粒子に加えて、使用中に徐々に放出される固体物質に埋め込まれるような不活
性粒子があることもできる。そのような粒子は、それらが鋭利な特徴部を規定している場
合、マイクロダーマブレーションの機能を強化するために使用されることができる。従っ
て、活性粒子と不活性粒子はマトリックス中で一緒に混合される。
【００８２】
　この実施形態は、研磨チップが自己再生する可能性又は新しい微粒子の露出に起因して
常に鋭利である可能性を可能にする。或いは、チップは、時間とともに変化する鋭さ又は
粗さを有するように設計されることができる。この変化は、固体物質の深さに応じて様々
な特性を有することができる、粒子の密度、粗さ、形状、又は硬度によって促進されるこ
とができる。さらに、チップの磨耗は、チップが摩耗するにつれて、着色された物質の粒
子が露出されるように、例えば色の変化によって示され得る。この実施形態では、活性成
分粒子は、０．１ミクロン－１ｍｍのサイズを有するべきであり、好ましくは固体形態で
ある一方で固体材料中に埋め込まれている。
【００８３】
　全ての実施形態について、可能な成分は、アスコルビン酸（ビタミンＣ）、シリコン、
シリカ、及びシリコン誘導体、炭素系材料、カルシウム及びカルシウム誘導体、ポリ－Ｌ
－乳酸のような重合乳酸を含む。成分は、天然のハーブ及び植物に由来する成分の組み合
わせであってもよく、糖又は塩又はアミノ酸であってもよい。粒子は、生体吸収性ポリマ
ーと化粧用活性成分との組み合わせであってもよい。成分は、顔料であってもよく、又は
皮膚の表面光学特性を変化させてもよい。皮膚の利点に関して、成分は、抗老化又は皮膚
若返り効果を有することにより、マイクロダーマブレーションゾーンの効果を高めること
ができる。成分は、肌を落ち着かせる又は滑らかにする又は保湿を提供することができる
。全ての実施形態について、活性成分の消費は、活性成分を溶融させる又は活性成分の物
理的状態を変化させるために使用されることができる熱又は光のようなエネルギの適用に
よって、促進されることができる。例えば、ポリ－Ｌ－乳酸は、約６０℃のガラス転移温
度に加熱されることができる。又は、超音波エネルギが、活性成分を分散させる又は活性
成分の溶解を促進させるために使用されることができる。マトリックス実施形態では、エ
ネルギは、固体マトリックスの分解を促進させるために使用されることができる。溶解は
、空気、皮膚又は水のような流体と接触する研磨リングによって誘発されることができる
。例えば、シャワー中の水との接触は溶解を促進し得る。
【００８４】
　図６ａ－６ｅは、放出可能な材料３３０がどのように実施され得るかのいくつかの変形
例を概略的に描く。図６ａは、研磨構造３２０が放出可能な材料を含むことを概略的に示
す。例えば、浸食によって、放出可能な材料３３０は研磨構造３２０から放出されること
ができる。図６ｂは、放出可能な材料３３０が支持材料３１０によって含まれることを概
略的に描いている。例えば、侵食、溶解、溶融等によって、放出可能な材料３３０は放出
され得る。図６ｃは、図６ｂの実施形態の変形であるが、ここでは支持材料３１０は、多
孔質材料を含む。例えば、溶解によって、放出可能な材料３３０は、支持材料３１０から
放出され得るが、しかし他のメカニズムも可能である。図６ｄは、図６ｂ又は６ｃの実施
形態のさらなる変形である。ここでは、放出可能な材料３３０もまた、支持材料３１０上
に分布している。支持材料３１０の浸食は、材料を放出するために必要である。研磨構造
３２０もまた支持材料３１０上に分布するので、支持材料３１０の浸食は、下側に位置す
る研磨材料３２０を外部に露出させることができ、それによって放出時間の一部にわたり
研磨特性を維持する。図６ｅは、研磨構造３２０が放出可能な材料３３０である実施形態
を概略的に示している；又は言い換えれば、放出可能な材料３３０が研磨構造３２０とし
て構成されている。したがって、放出可能な材料３３０は、研磨構造３２０として構成さ
れた粒子構造３４０として構成又は提供され得る。したがって、本発明は、（そのような
皮膚研磨表面、本明細書ではマイクロダーマブレーションゾーンとしても示される、を有
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するマイクロダーマブレーション装置の使用中に）皮膚に薬剤を放出し得る皮膚研磨表面
を提供する。
【００８５】
　本発明は、ポンプ、接続チューブ、ハンドピース、及びバキューム源を含む結晶マイク
ロダーマブレーションシステムのために使用されることができる。ポンプが、皮膚を研磨
するように、酸化アルミニウムのような、不活性結晶の高圧流を生成する間、バキューム
は結晶及び剥離した皮膚細胞を除去する。ガス流中の粒子による研磨の代わりに、本発明
は、装置のチップの、ダイヤモンド表面のような、粗面が使用される装置に特に使用され
ることができる。これは、例えば（ダイヤモンド）マイクロダーマブレーションとして知
られている。ここでは、吸引流は、研磨ゾーンと皮膚との間の接触を維持するために及び
／又はマッサージのために使用されることができる。本発明は、特に、後者の実施形態（
図も参照）に関連して説明される。
【００８６】
　図７ａ及び図７ｂは、図１ｃ－１及び１ｃ－２のものと同様である。しかし、ここでは
周囲を囲んでいることが完全ではない。図７ａは、チャネル入口１２０から離れて構成さ
れた、マイクロダーマブレーションゾーン３００を示す。さらに、マイクロダーマブレー
ションゾーン３００は、このチャネル入口１２０の周囲を部分的に囲んでいる。例として
両側で同一である角度αは、約３５°である。したがって、マイクロダーマブレーション
ゾーン３００は、チャネル入口１２０を３６０°－２×３５°＝２９０°で周囲を囲んで
いる。ここでは、一例として、構成は「（０）」構成である。図７ｂでは、マイクロダー
マブレーションゾーン３００は、マイクロダーマブレーションゾーン３００の周囲の３６
０°未満にわたって周囲を囲まれている。ここでは、両側で一例として同一である角度α
は、約１０°である。したがって、チャネル入口は、マイクロダーマブレーションゾーン
３００を３６０°－２×１０°＝３４０°で周囲を取り囲んでいる。概略的に描かれてい
るように、１つの中断又は２つの中断があり得るが、４－１２の中断のような、２より多
い中断もあり得る。いずれにしても、部分的に周囲を囲むことは、例えば２７０－３６０
°の範囲内、例えば、３６０°のような、３１５°－３６０°の範囲内で、少なくとも約
１８０°、特に少なくとも約２２５°、さらに特に少なくとも約２７０°を全体で超えて
囲み得る。図７ａ－７ｂでは、部分的に周囲を囲むことは、全体で少なくとも約２７０°
を越えて囲むことである。そのような条件は（また）、上記の所望の効果を提供し得る。
【００８７】
　「実質的になる」のような、本明細書における「実質的に」という用語は、当業者によ
って理解されるであろう。「実質的に」という用語は、「全く」、「完全に」、「全て」
等を伴う実施形態も含むことができる。したがって、実施形態では、形容詞実質的は削除
されることもできる。適用可能であれば、「実質的に」という用語は、９０％以上、例え
ば９５％以上、特に９９％以上、さらに特に９９．５％以上に関連してもよく、１００％
を含む。用語「有する、含む（comprises）」は、用語「有する、含む（comprises）」が
「からなる（consisting　of）」を意味する実施形態も含む。「及び／又は」という用語
は、特に、「及び／又は」の前及び後に言及された項目のうちの１つ又は複数に関連する
。例えば、「項目１及び／又は項目２」という句及び類似の句は、項目１及び項目２のう
ちの１つ又は複数に関連し得る。用語「有する、含む」は、実施形態において、「からな
る」を指すが、別の実施形態「少なくとも定義された種およびオプションで１又は複数の
他の種を含むこと」も指す。
【００８８】
　さらに、明細書および特許請求の範囲の第１、第２、第３等の用語は、類似の要素を区
別するために使用され、必ずしも逐次的又は時間的な順序を説明するためではない。その
ように使用される用語は、適切な状況下で交換可能であり、本明細書に記載された本発明
の実施形態は、本明細書に記載又は図示されている以外の順序で動作可能であることが理
解されるべきである。
【００８９】
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　本明細書の装置は、とりわけ、動作中を説明されている。当業者には明らかなように、
本発明は動作方法または動作中の装置に限定されない。
【００９０】
　上記の実施形態は本発明を限定するものではなく、当業者は添付の特許請求の範囲から
逸脱することなく多くの代替実施形態を設計できることが留意されるべきである。特許請
求の範囲において、括弧内に置かれた参照符号は、特許請求の範囲を限定するものとして
解釈されるものではない。「有する、含む」という動詞及びその活用形の使用は、請求項
に記載された要素又はステップ以外の要素又はステップの存在を排除するものではない。
要素に先行する冠詞“ａ”又は“ａｎ”は、複数のそのような要素の存在を排除するもの
ではない。本発明は、いくつかの別個の要素を含むハードウェアによって、及び適切にプ
ログラムされたコンピュータによって実施することができる。いくつかの手段を列挙する
装置の請求項において、これらの手段のいくつかは、同一のハードウェアアイテムによっ
て具体化されてもよい。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているという単
なる事実は、これらの手段の組み合わせが有利に使用できないことを示すものではない。
【００９１】
　本発明はさらに、明細書に記載された及び／又は添付の図面に示されている特徴的な機
能の１つ又は複数を有する装置に適用される。本発明はさらに、明細書に記載された及び
／又は添付の図面に示された特徴的な機能の１つ又は複数を含む方法又はプロセスに関す
る。
【００９２】
　この特許で論じられた様々な態様は、さらなる利点を提供するために組み合わされるこ
とができる。さらに、当業者であれば、実施形態が組み合わせることができ、また２より
多い実施形態も組み合わされることができることを理解するであろう。さらに、特徴のい
くつかは、１つ又は複数の分割出願の基礎を形成することができる。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ－１】

【図１Ｃ－２】
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【図１Ｄ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図６Ｅ】

【図７Ａ】
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【図７Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成29年3月8日(2017.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の皮膚の一部を研磨するためのマイクロダーマブレーションゾーンを有するマイ
クロダーマブレーション装置であって、前記マイクロダーマブレーションゾーンは、支持
材料及び前記支持材料に少なくとも部分的に関連付けられる研磨構造を有し、前記マイク
ロダーマブレーションゾーンは、前記マイクロダーマブレーションゾーンによって放出可
能に含まれる放出可能な材料を含み、前記放出可能な材料は、２０℃且つ１バールの空気
中で固体であり、前記放出可能な材料は機能材料を含み、前記マイクロダーマブレーショ
ン装置は、バキュームシステム及び装置チップを有し、前記バキュームシステムは、前記
装置チップの入口ゾーンでチャネル入口と流体連通し、前記バキュームシステムは、前記
入口ゾーンにバキュームを適用するように構成され、前記装置チップはさらに、前記マイ
クロダーマブレーションゾーンを有し、前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記
チャネル入口を周囲で囲む、又は前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャネ
ル入口によって周囲を囲まれ、前記マイクロダーマブレーションゾーンは静止し、前記マ
イクロダーマブレーション装置は、前記マイクロダーマブレーションゾーンを加熱するよ
うに構成される加熱システムを有する、
　マイクロダーマブレーション装置。
【請求項２】
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　前記放出可能な材料は、（ａ）研磨材料、（ｂ）化粧又はスキンケア材料、及び（ｃ）
医薬材料のうちの１つ又は複数を含む、
　請求項１に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項３】
　前記機能材料は、糖アミン、ビタミン、フィトステロール、フラボノイド、Ｎ－アシル
アミノ酸化合物、レチノイド、ヒアルロン酸、ペプチド、抗セルライト剤、落屑剤、抗ニ
キビ剤、抗酸化剤、ラジカルスカベンジャ、抗炎症剤、日焼け剤、美白剤、色素変性調節
剤、制汗剤、ふけ防止剤、保湿剤、皮膚膨化剤、皮膚構造回復剤、皮膚構造調節剤、抗シ
ワ剤、老化防止剤及び皮膚引き締め剤からなるグループから選択される１又は複数を含む
、
　請求項１又は２に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項４】
　前記装置は、前記マイクロダーマブレーションゾーンの加熱に起因する前記放出可能な
材料及び／又は前記支持材料の溶融の作用として前記放出可能な材料を放出するように構
成される、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項５】
　前記放出可能な材料は、前記研磨構造及び前記支持材料の１又は複数によって含まれる
、
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項６】
　前記研磨構造は、０．１－１０００μｍの範囲から選択される１又は複数の寸法を有す
る、
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項７】
　前記マイクロダーマブレーションゾーンは、放出可能な粒子材料を含み、前記放出可能
な材料は、前記放出可能な粒子材料によって含まれ、前記粒子材料はファセット材料を含
む、
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項８】
　前記粒子材料は、結晶性材料からなり、前記粒子材料は、０．１－１０００μｍの範囲
から選択される１又は複数の寸法を有する、
　請求項７に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項９】
　前記装置は、（ｉ）前記マイクロダーマブレーションゾーンの対象者の皮膚の一部との
接触に起因する、前記放出可能な材料及び／又は前記支持材料の溶融、（ｉｉ）対象者の
皮膚の一部の上の液体との前記放出可能な材料及び／又は前記支持材料の溶解又は混合、
（ｉｉｉ）前記マイクロダーマブレーションゾーンの対象者の皮膚の一部との接触に起因
する前記放出可能な材料及び／又は前記支持材料の浸食、のうちの１又は複数の作用とし
て前記放出可能な材料を放出するように構成される、
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１０】
　前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャネル入口を周囲で囲む、
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１１】
　前記チャネル入口はチャネルリムによって囲まれ、前記装置チップは、前記マイクロダ
ーマブレーションゾーンと前記チャネルリムとの間に形成された凹部を有する前記チャネ
ル入口から離れて構成される前記マイクロダーマブレーションゾーンを有し、前記チャネ
ル入口は前記チャネルリムによって周囲を囲まれ、前記マイクロダーマブレーションゾー
ンは前記チャネルリムを周囲で囲み、前記装置は、５－８０ｋＰａの範囲の負圧を提供す
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るように構成される、
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１２】
　前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャネル入口によって周囲を囲まれる
、
　請求項１乃至９のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１３】
　前記チャネル入口は、１０－４００ｍｍ２の範囲のバキューム面積を有し、前記マイク
ロダーマブレーション装置は、前記マイクロダーマブレーションゾーンによって周囲を囲
まれる単一のチャネル入口を有し、前記マイクロダーマブレーション装置は、前記マイク
ロダーマブレーションゾーンを有する取り外し可能な要素を有する、
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置。
【請求項１４】
　対象者の皮膚の一部の角質層の少なくとも一部の制御された除去及び前記対象者の前記
皮膚の前記一部への機能材料の塗布のための方法であって、
　前記方法は、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装
置を前記皮膚の前記一部に接触させるステップと、前記機能材料を前記皮膚の前記一部に
塗布する間に前記角質層の少なくとも一部を除去するステップと、を含む、
　方法。
【請求項１５】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のマイクロダーマブレーション装置を含む部品
のキットであって、
　前記マイクロダーマブレーション装置は、前記マイクロダーマブレーションゾーンを有
する取り外し可能な要素を有し、前記キットはさらに、複数の前記取り外し可能な要素を
含む、
　キット。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　特許文献７は、特許文献８としても公開され、バキュームシステム及び装置チップを含
むマイクロダーマブレーション装置を記載し、バキュームシステムは、装置チップにチャ
ネル入口を持つチャネルを有し、チャネル入口は、皮膚の上での装置チップの滑走を容易
にするチャネルリムによって囲まれ、装置チップは、マイクロダーマブレーションゾーン
とチャネルリムとの間に形成された凹部を有するチャネル入口から離れて構成されたマイ
クロダーマブレーションゾーンを有する。
　特許文献９は、（ｉ）バキューム吸引システム、（ｉｉ）皮膚への滅菌流体又は薬理学
的薬剤の送達源；及び（ｉｉｉ）作業端部が患者の皮膚上を移動するとき患者の表皮の表
面層を研磨すると同時に治療目的で皮膚に流体を急速に浸透させるための特別な形状の構
造を有する作業端部の皮膚インタフェース面、を有する作業端部を持つハンドヘルド器具
を用いて制御された様式で表皮層を除去するための機器及び技術を記載している。皮膚を
横切る作業端部の移動は、患者の皮膚上の経路における表面層の研磨を引き起こす。この
発明の方法は、身体の自然創傷治癒反応を誘発することによって真皮コラーゲン凝集体の
合成を増強する表皮層の除去のための定期的な治療に使用されることができる。この発明
の方法は、深部皮膚除去治療（例えば、ＣＯ２レーザー皮膚除去）によって引き起こされ
るネオコラーゲン形成の程度に匹敵し得る一連の表面の治療によって、限定された皮膚除
去の深さで皮膚において、より正常な皮膚構造を作る。
　特許文献１０は、シワを低減するとともに真皮層の構造を変えるために、真皮における
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ネオコラーゲン形成を誘導する治療における皮膚表層の非外傷的除去のためのシステムを
記載している。このシステムの実施形態は、（ｉ）制御された方法で皮膚表面を研磨する
ための微視的ダイヤモンドフラグメントを担持する弾力性のある作業皮膚インターフェー
スを有するハンドヘルド器具と；（ｉｉ）皮膚インターフェースから皮膚片を洗浄するた
めに皮膚インターフェースに滅菌流体を供給する流体供給源と；（ｉｉｉ）流体を皮膚イ
ンターフェースに引っ張り、その後、流体及び皮膚片を治療部位から吸引するための負圧
源と；を含む。皮膚インターフェースは、シリコーンのような弾性材料で形成され、作業
端部が曲がり、治療部位を横切って並進するときに皮膚表面に非外傷的に係合することを
可能にする。このシステムはまた、ハンドヘルド器具内に流体で満たされる使い捨てカー
トリッジを保持する。この発明の方法は、（ｉ）作業端部の凹状研磨構造内に皮膚を引き
込むように、複数の孔を介して皮膚インターフェースと連通する負圧源を作動させるステ
ップと；（ｉｉ）皮膚表面層を切断又は研磨するように治療部位を横切って研磨構造を平
行移動させるステップと；（ｉｉｉ）切断するステップと同時に、皮膚屑を除去するとと
もに皮膚を水和させるように、概して、流入開口部及び流出開口部の配置の間の研磨剤構
造の周り及びそれを横切って流体（例えば、滅菌水）を流すステップと；を含む。
　特許文献１１は、機械的皮膚表面改質技術に有用な物品が、ハンドヘルド装置から物品
と接触して配置された皮膚に機械的エネルギを伝達するのに適していることを記載してい
る。物品は、その耐久研磨性、圧縮性、変位、及び／又は表面粗さによって特徴付けられ
得る。物品は、接着剤系と関連する第１の主表面と、第１の主表面とほぼ反対側の第２の
主表面とを有する繊維性構造体から形成され得る。第２の主表面は、運動生成ユニットの
ファスナに可逆的に係合するように配置され且つ構成されている。この文献はまた、電動
装置を使い捨て可能な皮膚接触可能要素に結合するための結合装置を記載している。結合
装置は、耐水性の第１のアタッチメントと、前記物品を運動生成ユニットの表面に着脱自
在に固定するための第２のアタッチメントとを含む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
【特許文献１】ＵＳ２００６／０２５３１２５
【特許文献２】ＵＳ２００７／０１５６１２４
【特許文献３】ＥＰ２４４４０１５
【特許文献４】ＵＳ２０１３３４５７２１
【特許文献５】ＷＯ２０１１００６００９
【特許文献６】ＵＳ２００３１６５５５０
【特許文献７】ＤＥ２０２０１４１０２５４６Ｕ１
【特許文献８】ＵＳ２０１６１０６４６８
【特許文献９】ＵＳ６６４１５９１
【特許文献１０】ＵＳ６２９９６２０
【特許文献１１】ＵＳ２０１３３４５７２１
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本明細書では、活性成分を送達すること及び皮膚をマイクロ研磨すること（microabrad
ing）の二重機能を有するマイクロダーマブレーション治療チップを使用することが提案
されている。本発明は特に、例えば、使用中に消費される、放出される又は分解する、固
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体又は結晶形態の活性成分を含む研磨マイクロダーマブレーション治療表面を含む。した
がって、第１の態様では、本発明は、対象者の皮膚の一部を研磨するためのマイクロダー
マブレーションゾーンを有するマイクロダーマブレーション装置（「装置」）を提供し、
マイクロダーマブレーションゾーンは、支持材料及び支持材料に少なくとも部分的に関連
付けられる研磨構造を有し、マイクロダーマブレーションゾーンは、マイクロダーマブレ
ーションゾーンによって放出可能に含まれる放出可能な材料を含み、放出可能な材料は、
２０℃且つ１バールにおいて空気中で固体であり、放出可能な材料は、機能材料を含む。
さらに以下に説明するように、特定の実施形態では、前記マイクロダーマブレーションゾ
ーンは、前記チャネル入口を（少なくとも部分的に）周囲で囲む（perimetrically　surr
ounds）、又は前記マイクロダーマブレーションゾーンは、前記チャネル入口によって（
少なくとも部分的に）周囲を囲まれる（perimetrically　surrounded）。さらに別の特定
の実施形態では、マイクロダーマブレーション装置は、静止マイクロダーマブレーション
ゾーンを含む（以下も参照のこと）。さらに、特定の実施形態では、マイクロダーマブレ
ーション装置は、バキューム（vacuum）システム及び装置チップを含み、バキュームシス
テムは装置チップの入口ゾーンでチャネル入口と流体連通し、バキュームシステムは、入
口ゾーンにバキュームを適用するように構成され、装置チップはさらにマイクロダーマブ
レーションゾーンを含む（以下にさらに記載する）。さらなる実施形態では、マイクロダ
ーマブレーション装置は、マイクロダーマブレーションゾーンを加熱するように構成され
る加熱システムを有する（以下も参照）。したがって、現在提案されている装置は、特定
の実施形態では、液体材料（すなわち、１バール、２０℃で液体である材料）の貯蔵及び
／又は輸送のための空洞又は容器又は導管を含む液体供給システムを含まなくてよい。提
案される装置は、特に、マイクロダーマブレーションゾーンの加熱に起因する放出可能な
材料及び／又は支持材料の溶融の作用として放出可能な材料を放出するように構成され得
る。
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